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 次に掲げる条例をここに公布する。 

 佐賀県職員定数条例の一部を改正する条例 

 佐賀県職員の配偶者同行休業に関する条例及び佐賀県市町立学校県費負担教職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例 

 佐賀県手数料条例の一部を改正する条例 

 佐賀県核燃料税条例の一部を改正する条例 

 佐賀県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 佐賀県立学校設置条例の一部を改正する条例 

 佐賀県立学校職員及び佐賀県市町立学校県費負担教職員定数条例の一部を改正する条例 

 特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

 佐賀県犯罪被害者等支援条例 

 佐賀県社会福祉審議会条例の一部を改正する条例 

 佐賀県児童福祉法の施行等に関する条例の一部を改正する条例 

 佐賀県流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 佐賀県税条例等の一部を改正する条例 

  平成 29 年３月 23 日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    


